
 

 

 

熊本市 トンネル⾧寿命化修繕計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月 
第 1 回改定  令和 5 年 3 月 

最終更新    令和７年１月 

熊本市 都市建設局 土木部 道路保全課 
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藤崎台隧道  市道 新町3丁目島崎7丁目第1号線 1974 182 中央区

島崎トンネル(上り線)  市道 上代1丁目島崎6丁目第1号線 2008 210 西区

島崎トンネル(下り線)  市道 上代1丁目島崎6丁目第1号線 2008 210 西区

万日山トンネル(上り線)  県道 並建熊本線 2011 442 西区

万日山トンネル(下り線)  県道 並建熊本線 2011 442 西区

貢トンネル  県道 砂原四方寄線 2017 700 西区

延⾧
（m）

所在地トンネル名 路線名
供用開始

年次
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骨材露出 ひびわれ 
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より抜粋 
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ケース１:予防保全型の修繕   ケース２:事後保全型の修繕 

大規模
な修繕

小規模
な修繕

小規模
な修繕

T1 T2 T3

評価期間

ケース１

ケース2

健全度

経年

ケース１

ケース2

コスト

経年T1 T2 T3

ライフサイクルコスト
ケース１＜ケース２

評価期間
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NETIS  

③ 措置① 定期点検 ② 診断

異常時点検
　　地震、台風、集中豪雨、豪雪等の災害や大きな事故が発生した場合などに、
施設の状態を確認するために臨時で行われる点検

通常点検
　　損傷を早期に発見するために、高い頻度でパトロールカーや徒歩巡回など目視
で行う点検

点検 定期点検
　　道路法に基づき、施設の損傷状況の把握と健全性の診断を計画的に実施す
るために、５年に１回全ての部材に近接して目視調査を行う点検

■新技術 ■従来技術 
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第三者被害の

可能性が高い

損傷の有無 

 国県道を構成するトンネルを優先的に措置 

 市道を構成するトンネル 

基本方針 
 判定区分Ⅳ:通行止めを実施し緊急的に措置を実施 

 判定区分Ⅲ:早期に措置を講ずべき状態であるため、優先的に実施 

 判定区分Ⅱ:判定区分Ⅲの対策を講じた後、措置を実施 

 道路規格にかかわらず、アーチ部及び側壁部に損傷があるトンネルを優先的に措置 

道路規格 
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■従来技術 ■新技術 

18,609
16,293

0
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20,000

従来技術 新技術

(千円) 約230万円縮減
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R7.1 時点 


